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長久手市行政評価実施要領（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、効果的かつ効率的な行政運営の推進と行政の透明性を確

保することを目的に、長久手市が実施する行政評価に関し必要な事項を定め

る。 

（行政評価の対象事業） 

第２条 行政評価の対象は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３

条第５項に定める主要な施策に係る事業（以下「主要事業」という。）を基本

とし、行政評価主管課が実施の都度定める。 

（行政評価の実施） 

第３条 行政評価は、次に掲げる評価について毎年度実施するものとする。 

 ⑴ 内部評価（第４条に規定する評価） 

 ⑵ 外部評価（第５条から第８条に規定する評価） 

２ 内部評価の実施に当たり、評価項目、評価の視点その他必要な事項は、実

施の都度行政評価主管課が定める。 

（内部評価の実施） 

第４条 内部評価は、第２条に規定する行政評価の対象事業について、業務担

当課が実施する。 

２ 内部評価は、別表に定める様式を用いて実施し、その他必要な事項は、行

政評価主管課が実施の都度定める。 

（外部評価の実施） 

第５条 行政評価の客観性及び信頼性を確保するため、第三者による外部評価

を実施する。 

２ 外部評価は、長久手市行政改革推進委員会設置条例（昭和６０年長久手町

条例第１４号）に規定する長久手市行政改革推進委員（以下「評価委員」と

いう。）、その他市長が必要と認める者をもって実施する。  

（外部評価の視点） 

第６条 外部評価は、次の各号に掲げる視点により評価する。 

 ⑴ 内部評価の検証に関すること。 
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 ⑵ 事務事業改善に必要な助言等に関すること。  

 ⑶ その他本市の行政評価システムに関すること。  

（外部評価の対象） 

第７条 外部評価の対象は、業務担当課が内部評価を行った事業の中から、評

価委員が決定する。 

（外部評価結果の報告） 

第８条 長久手市行政改革推進委員会会長（以下「会長」という。）は、外部評

価が終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。  

（行政評価結果の公表） 

第９条 行政評価の結果は、終了後すみやかに市民に公表するものとする。 

（行政評価結果の活用） 

第１０条 市長は、第８条に規定する報告があったときは、業務担当課にその

内容を周知する。 

２ 業務担当課は、行政評価の結果を予算編成に活用し、事務事業の改善に努

める。 

３ 行政評価の結果は、決算の参考資料として議会に報告する。  

（委任） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、行政評価の実施に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

   附 則 

その要領は、平成２４年  月  日から施行する。 


